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◎健康保険は業務外の病気やけが、及び出産、死亡に対して給付を行うものです。
◎健康保険の給付の対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、
あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。

健康保険の給付
1

健康保険で受けら
れる診療の範囲

〇医師の診察、必要な検査 〇薬剤、治療のための材料
〇処理、手術、注射、麻酔 ○精神科専門療法
〇入院および入院時の看護
〇在宅での療養上の管理や看護

健康保険で受けら
れないもの

〇仕事（業務上）が原因となって起きたけがや病気
〇通勤途上のけがや病気 〇美容整形 〇健康診断
〇単なる疲労や倦怠感に対する栄養剤の注射
〇正常な妊娠や出産

制限されるもの（全
部または一部）

〇犯罪行為や故意に事故を起こしたとき
〇けんか・酒酔い等による事故
〇不正な行為で保険給付受けようとしたとき 等



〇業務外の事由によること（業務上、通勤途上によるものは除く）

法 定 給 付

被保険者 被扶養者

病
気

・

け
が

病気やけがで医療機関
にかかるとき

療養の給付 家族療養費

評価療養、選定療養を
受けたとき

保険外併用療養費 家族療養費

やむを得ない事由で保
険証が使えないときなど

療養費 第二家族療養費

自己負担額が高額に
なったとき

高額療養費 高額療養費

在宅で療養している難
病患者等が訪問看護の
サービスを受けたとき

訪問看護療養費 家族訪問看護療養費

入院時に食事の提供を
受けたとき 入院時食事療養費 入院時食事療養費

付 加 給 付

被保険者 被扶養者

・一部負担還元金

・家族療養費付加金

・訪問看護療養費付加金

・家族訪問看護療養費

付加金

・合算高額療養費付加金
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健康保険の給付一覧①



〇業務外の事由によること（業務上、通勤途上によるものは除く）

法 定 給 付

被保険者 被扶養者

傷
病

病気やけがのため
仕事を休み給料が
もらえないとき

傷病手当金

出
産

出産のため仕事を
休み給料がもらえ
ないとき

出産手当金

妊娠４か月（８５日）
以上で出産したとき 出産育児一時金

家族
出産育児一時金

死
亡
死亡したとき 埋葬料（費） 家族埋葬料

付 加 給 付

被保険者 被扶養者

出産育児一時金

付加金 １児につき

５２，０００円

埋葬料付加金
５０，０００円

家族埋葬料
付加金

１５，０００円
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健康保険の給付一覧②



傷病手当金（現金給付）
4

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、仕事を休み給与等をもらえないなど、次の４つの

条件を満たしたときは、傷病手当金が受けられます。

支給を受けられる４つの条件

①病気やけがで療養中であること ・・・医療機関等で治療を受けている

②療養のため仕事につけないこと ・・・半日でも出勤した場合は労務不能とは認められない

③４日以上仕事を休むこと ・・・・・・・・・療養のため仕事を休んだ日が連続して３日間（待期

期間）あり、４日以上休んだ場合に４日目から支給

④給料等もらえないとき ・・・・・・・・・・・給料等もらっていても傷病手当金額より少ないとき

は、差額が支給される

◇支給開始日から通算して1年６か月に達する日までが対象。支給期間中に途中で就労するなど、傷病

手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年６か月を超えても、繰り越し

て支給可能になります。

支給期間は



支給される金額は

◇休んだ日１日につき支給を始める日の属する月以前の直近の継続した１２か月間の標準報酬月額を

平均した３０分の１の日額の３分の２相当額。

なお、被保険者期間が１年に満たないひとの場合は、次の①と②を比較して、いずれか少ない額を用

いて算定します。

①被保険者が現に属する保険者により定められた直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した

額の３０分の１。

②被保険者が現に属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額の３０分の１。

◇欠勤中に報酬や手当、また障害厚生年金（同時に障害基礎年金を受けられときはその合算額）を受

けた（受けられる）場合は支給額が調整されます。
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◇被保険者期間が１年以上ある人の場合（直近の継続した１２か月）

（例）初回傷病手当金の申請期間が令和４年４月１日～４月３０日（３０日間の場合）
待 期 期 間：令和４年４月１日～４月３日（３日間）

支給開始日：令和４年４月４日 支 給 期 間：令和４年４月４日～４月３０日（２７日間）

支給開始日

の属する月

標準報酬

月額（千円）

１２か月

計算

（２６０,０００円×４か月＋３００,０００円×８か月）÷１２ヵ月÷３０日（＊1） ＝９,５５５.５５５・・・＝９,５６０円（１/３０の日額）

９,５６０円×２/３ （＊2） ＝６,３７３.３３３・・・＝６,３７３円 （傷病手当金の支給日額）

６,３７３円×２７日間＝１７２,０７１円（傷病手当金支給額）

（＊１） １０円未満四捨五入

（＊２） 円未満四捨五入

R3.5 R3.6 R3.7 R3.8 R3.9 R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4

260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 300 300
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7◇被保険者期間が１年未満の人の場合（入社（資格取得日）が令和３年１２月１日の場合）

（例）初回傷病手当金の申請期間が令和４年４月１日～４月３０日（３０日間の場合）
待 期 期 間：令和４年４月１日～４月３日（３日間）

支給開始日：令和４年４月４日 支 給 期 間：令和４年４月４日～４月３０日（２７日間）

支給開始日

の属する月

標準報酬

月額（千円）

４か月 1か月

計算

①（３００,０００円×４か月＋３４０,０００円×１ヵ月）÷５か月÷３０日（＊1） ＝１０,２６６.６６６・・・＝１０,２７０円（１/３０の日額）

②当組合の令和２年度の平均額日額 ： ３６０,０００円÷３０日＝１２,０００円 （＊１） １０円未満四捨五入

①と②を比べて低いほうで算定 ： ① １０,２７０円 ＜ ② １２,０００円 （＊2） 円未満四捨五入

傷病手当金支給日額 ： １０,２７０円×２/３ （＊２）＝６,８４６.６６６・・・＝６,８４７円

傷病手当金支給額 ： ６,８４７円×２７日間＝１８４,８６９円



傷病手当金申請書 8



被保険者が出産のため仕事を休み、給料等がもらえないときは、出産手当金が支給されます。

支給期間は

◇出産日（出産が予定日より遅れた場合は出産予定日）以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産

後56日の期間内。報酬を受けた（受けられる）場合は支給額が調整されます。

出産予定日に出産、 出産予定日より

または出産予定日より早く出産した場合 遅れて出産した場合

支給される金額は

◇傷病手当金と同様の算定方法で、休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額。

◇報酬を受けた（受けられる）場合は支給額が調整されます。

出産手当金について（現金給付）

産前期間

42日

出
産
日

産後期間

56日

産前期間

42日

出

産

予

定

日

予定より
遅れた
期間

α日

出
産
日

産後期間

56日
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出産手当金申請書 10



被保険者が出産したときは出産育児一時金、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が
支給されます（出産には、妊娠４ヶ月（８５日）以後の生産（早産）、死産（流産）、人工妊娠中絶を含み
ます）。

支給される金額は
（一児ごと）

（＊1）妊娠２２週未満の出産、産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産は４８万８千円。

◎産科医療補償制度とは、医療機関が加入する制度で、分娩時に何らかの理由により重度の脳性麻痺となった子どもとの

経済的負担を補償するものです。

給付費目 被保険者が出産した場合 被扶養者が出産した場合

《 法定給付 》 ５００,０００円（＊1）
５００,０００円（＊1）

《 付加給付 》 ５２,０００円 なし

出産育児一時金について（現金給付）
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４つの請求方法

① 直接支払制度を利用する場合 （医療機関⇔健康保険組合）

② 受取代理制度を利用する場合 （医療機関⇔健康保険組合）

③ ①②を利用しない、出産費用を全額自己負担した場合 （被保険者⇔健康保険組合）

④ 出産費用の貸付制度を利用する場合（東京都総合組合保健施設振興協会：東振協）
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出産育児一時金及び同付加金の請求方法

請求方法 概 要 手 続 き 出産育児一時金の支給

①
直接支払

制度

出産にかかった費用につい
て、医療機関が本人に請求
する代わりに、健保組合に請
求して、出産育児一時金の
額の範囲内で、直接、医療機
関に健保組合がその費用を
支給する制度。（出産費用が、
出産育児一時金の額を上回
る場合は、差額は本人の負
担となります）

事前に、この制度を利用する
旨の合意文書を医療機関と交
わします。出産にかかった費
用が出産育児一時金の額を
下回る場合は、差額・付加金
が被保険者に支給されますの
で、「出産育児一時金・同付加
金内払依頼書」に領収明細書
の写しを添付して提出。

※被扶養者は差額のみの支
給対象となります。

医療機関（社会保険診療報酬支払基金を通し
て）から請求され、直接医療機関へ支給されます。

医療機関からの請求額が出産育児一時金の
額より少ないときは、差額を被保険者に支給しま
す。

（例） 被保険者本人が出産したときの出産費用
が４５０,０００円の場合（産科医療保障制度あり）

医療機関へ ⇒ ４５０,０００円

被保険者へ ⇒ ５０,０００円（差額） と

５２,０００円（付加金）を支給

②
受取代理

制度

直接支払制度を利用できな
い医療機関で出産する場合
で、出産にかかった費用につ
いて、本人が負担する代わり
に、医療機関が受取代理人
となり、出産育児一時金が請
求できます。

事前に受取代理となる医療
機関名・振込口座等を記入し
た申請書（受取代理用）を健保
組合に提出します。

直接支払制度と同様に差
額・付加金は本人あてに支給
されますので、本人の口座の
記入も必要となります。

※被扶養者は差額のみの支
給対象となります。

受取代理人の医療機関あてに支給されます。

出産にかかった費用が出産育児一時金の額よ
り少ないときは、差額を被保険者に支給します。

（例） 被保険者本人が出産したときの出産費用
が５２０,０００円の場合（産科医療保障制度あり）

医療機関へ ⇒ ５２０,０００円

被保険者へ ⇒ ３２,０００円（付加金の差額）を

支給
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請求方法 概 要 手 続 き 出産育児一時金の支給

③
①と②を利用
しない場合

出産に要した費用をご本
人が負担していただいた
後に出産育児一時金が
支給されます。

出産後、「出産育児一
時金・同付加金請求書」
に直接支払制度を利用し
ない旨の合意文書の写し
と出産費用の領収書・明
細書の写しを添付して提
出します。

海外出産の場合は、渡
航確認の書類と同意書の
添付も必要になります。

被保険者に出産育児一時金として一児ごとに
５０万円が支給されます。

被保険者へ ⇒ ５００，０００円

被保険者本人の出産の場合は

付加金５２，０００円も支給

④ 出産費用貸付

出産予定日までの期間
が１ヶ月以内もしくは妊娠
４ヶ月以上で医療機関等
に一時的に支払いが必
要な場合、出産育児一時
金の９割相当額を限度に
貸付が受けられます。

貸付用の申込書に必要
書類を添付して提出しま
す。

出産後、出産育児一時金
請求書を提出します。

貸付金の返済に充当し、残りを被保険者に支
給します。

東振協 ⇒ ４５０，０００円を被保険者に支払う

健保組合⇒ ４５０，０００円を東振協に支払う

健保組合⇒出産後、差額の５０，０００円を

被保険者に支払う

被保険者本人の出産の場合は

付加金５２，０００円も支給
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出産育児一時金・同付加金請求書 出産育児一時金・同付加金 内払依頼書 15



海外出産における調査に関わる同意書
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被保険者が死亡したとき｢埋葬料｣または｢埋葬費｣、被扶養者が死亡したときは「家族埋葬料」が

支給されます。

埋葬料で支給される場合 法定給付額 ⇒ ５０,０００円

Ｏ被保険者が死亡したとき・・・・・死亡した被保険者に生計を維持されていた人に

（付加給付額 ５０,０００円）

Ｏ被扶養者が死亡したとき・・・・・被保険者に

（付加給付額 １５,０００円）

埋葬費で支給される場合 法定給付額 ⇒ 埋葬に要した費用実費額５０,０００円を限度

○被保険者が死亡したとき・・・・・死亡した被保険者と生計維持関係の人が

いない場合、実際に埋葬を行った人に

（埋葬を行ったときの費用の領収書（原本）が必要）

＜申請方法について＞

・申請書の欄に事業主の証明がない場合は、死亡が確認できる証明書類（死亡診断書（写）など）の

添付が必要です。

・被保険者が死亡したとき、生計維持関係を確認できる書類（住民票など）が必要な場合があります。

埋葬料（費）について（現金給付）
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埋葬料・同付加金（埋葬費）申請書
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【給付②】

ご視聴ありがとうございました

東京金属事業健康保険組合 業務部


